
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定
（

が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
氏

名
、
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所

在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
四

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
五

○
都
市
計
画
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

公

告

○
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
活
力

振

興

課
）
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（
事

務

局
）
…
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

正

誤

○
令
和
三
年
七
月
五
日
定
例
第
三
百
三
十
号
雑
報
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
七

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

渡
邉

豊
治
十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

産
婦
人
科

令
和三･
六･二二

難
病
指
定

医

德
満

敬
大
十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

精
神
神
経
科

〃

難
病
指
定

医

濱
野

逸
人
十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

泌
尿
器
科

〃

難
病
指
定

医

李

秀
載

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

消
化
器
内
科

〃

難
病
指
定

医

片
貝

武

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

脳
神
経
外
科

〃

難
病
指
定

医

森
田

隆
弘
青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

脳
神
経
外
科

三･
六･三〇

難
病
指
定

医

柿
﨑

雄
介
か
き
ざ
き
糖

尿
病
内
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
篠
田
二
丁

目
二
〇
の
一
五

糖
尿
病
内
科

〃

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
氏
名
、
主
と
し
て
指
定
難
病
の

診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

青
森
県
報
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第
三
百
三
十
三
号

令
和
三
年七

月
十
二
日

（
月
曜
日
）



令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分
指
定
医

の
区
分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

名

称
所

在

地

変
更
前

難
病
指

定
医

吉
川

和
暁

む
つ
総
合
病

院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

泌
尿
器
科

令
和二･
六･
一

変
更
後

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

ひ
尿
器
科

変
更
前

難
病
指

定
医

廣
畑

美
枝

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

神
経
内
科

二･
八･
一

変
更
後

一
般
社
団
法

人
青
森
精
神

医
学
研
究
所

附
属
浅
虫
温

泉
病
院

青
森
市
浅
虫
字
内

野
二
七
の
二

精
神
科
・

心
療
内

科
・
脳
神

経
内
科

変
更
前

難
病
指

定
医

鈴
木

裕
一

朗

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

泌
尿
器
科

三･
四･
一

変
更
後

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

ひ
尿
器
科

変
更
前

難
病
指

定
医

小
笠
原

尚

志

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
安
全
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

心
臓
血
管

外
科

〃

変
更
後

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

変
更
前

難
病
指

定
医

相
澤

秀

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

消
化
器
・

血
液
・
膠

原
病
内
科
〃

変
更
後

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

消
化
器
内

科

変
更
前
難
病
指

定
医

一
戸

雅
之
国
民
健
康
保

険
大
間
病
院
下
北
郡
大
間
町
大

字
大
間
字
大
間
平

二
〇
の
七
八

内
科
、
整

形
外
科

〃

変
更
後

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

整
形
外
科

変
更
前
難
病
指

定
医

滝
吉

典
子

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

皮
膚
科

〃

変
更
後

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

変
更
前
難
病
指

定
医

畠
山

正
治
青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

心
臓
血
管

外
科

〃

変
更
後

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

変
更
前
難
病
指

定
医

佐
竹

美
和
む
つ
総
合
病

院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

内
科

〃

変
更
後

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

消
化
器
内

科

変
更
前

難
病
指

定
医

青
木

恵

青
森
県
立
あ

す
な
ろ
療
育

福
祉
セ
ン

タ
ー
診
療
部
青
森
市
大
字
石
江

字
江
渡
一
〇
一

整
形
外
科
〃

変
更
後

青
森
県
立
は

ま
な
す
医
療

療
育
セ
ン

タ
ー

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
塚
一
七
の

七
二
九

変
更
前

難
病
指

定
医

上
里

涼
子

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

整
形
外
科
〃

変
更
後

青
森
県
立
あ

す
な
ろ
療
育

福
祉
セ
ン

タ
ー
診
療
部
青
森
市
大
字
石
江

字
江
渡
一
〇
一

変
更
前

難
病
指

定
医

高
橋

伸
也
青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

ひ
尿
器
科

〃

変
更
後

髙
橋

伸
也
公
益
財
団
法

人
鷹
揚
郷
腎

研
究
所
青
森

病
院

青
森
市
大
字
石
江

字
岡
部
一
〇
一
の

一

泌
尿
器
科
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変
更
前

難
病
指

定
医

木
村

麻
衣

子

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

内
分
泌
内

科

〃

変
更
後

木
村
健
一
糖

尿
病
・
内
分

泌
ク
リ
ニ
ッ

ク

青
森
市
茶
屋
町
一

三
の
九

糖
尿
病
内

科

変
更
前

難
病
指

定
医

佐
々
木

洸

太

協
立
ク
リ

ニ
ッ
ク

青
森
市
東
大
野
二

丁
目
二
の
二

内
科

〃

変
更
後

医
療
法
人
雄

心
会
青
森
新

都
市
病
院

青
森
市
石
江
三
丁

目
一

総
合
診
療

科

変
更
前
難
病
指

定
医

坪

健
司

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

整
形
外
科
〃

変
更
後

村
上
病
院

青
森
市
浜
田
三
丁

目
三
の
一
四

変
更
前
難
病
指

定
医

熊
本

秀
樹

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
病

院

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

循
環
器
内

科

〃

変
更
後

弘
前
中
央
病

院

弘
前
市
大
字
吉
野

町
三
の
一

変
更
前

難
病
指

定
医

前
田

奈
津

姫

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

眼
科

〃

変
更
後

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

変
更
前

難
病
指

定
医

髙
梨

信
吾

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

呼
吸
器
内

科
、
感
染

症
科

〃

変
更
後

弘
前
脳
卒

中
・
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
弘
前
市
大
字
扇
町

一
の
二
の
一

内
科

変
更
前
難
病
指

定
医

飯
尾

浩
平

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
病

院

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

整
形
外
科
〃

変
更
後

弘
前
記
念
病

院

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
五
九
の
一

変
更
前

難
病
指

定
医

平
野

敬
之

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
田
向
三
丁

目
一
の
一

精
神
神
経

科

〃

変
更
後

一
般
財
団
法

人
愛
成
会
弘

前
愛
成
会
病

院

弘
前
市
大
字
北
園

一
丁
目
六
の
二

精
神
科

変
更
前
難
病
指

定
医

近
江

洋
嗣
弘
前
記
念
病

院

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
五
九
の
一
整
形
外
科
〃

変
更
後

近
江
整
形
外

科

弘
前
市
大
字
山
下

町
四
の
一

変
更
前
難
病
指

定
医

野
村

亜
南
青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

心
臓
血
管

外
科

〃

変
更
後

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
田
向
三
丁

目
一
の
一

変
更
前
難
病
指

定
医

田
中

直

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

整
形
外

科
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科
〃

変
更
後

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
田
向
三
丁

目
一
の
一

整
形
外
科

変
更
前

難
病
指

定
医

吉
川

圭

青
森
県
立
あ

す
な
ろ
療
育

福
祉
セ
ン

タ
ー
診
療
部
青
森
市
大
字
石
江

字
江
渡
一
〇
一

整
形
外
科
〃

変
更
後

𠮷
川

圭

黒
石
市
国
民

健
康
保
険
黒

石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
〇

変
更
前
難
病
指

定
医

遠
藤

哲

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

消
化
器
内

科

〃

変
更
後

む
つ
総
合
病

院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

変
更
前

難
病
指

定
医

小
山

隆
男

黒
石
市
国
民

健
康
保
険
黒

石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
〇

消
化
器
内

科

〃

変
更
後

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

消
化
器
・

血
液
・
膠

原
病
内
科
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変
更
前

難
病
指

定
医

池
田

保
彦

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

小
児
科

〃

変
更
後

平
内
町
国
民

健
康
保
険
平

内
中
央
病
院
東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
外
ノ

沢
一
の
一

変
更
前

難
病
指

定
医

吉
谷

元

青
森
市
立
浪

岡
病
院

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
平
野
一
八

〇

内
科

〃

変
更
後

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

鰺
ヶ
沢
病
院

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

蒲
生
一
〇
六
の
一

〇

変
更
前

難
病
指

定
医

葛
西

智
徳

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

総
合
診
療

部

〃

変
更
後

三
戸
町
国
民

健
康
保
険
三

戸
中
央
病
院
三
戸
郡
三
戸
町
大

字
川
守
田
字
沖
中

九
の
一

内
科

変
更
前

難
病
指

定
医

二
部

悦
也

国
民
健
康
保

険
大
間
病
院
下
北
郡
大
間
町
大

字
大
間
字
大
間
平

二
〇
の
七
八

内
科
、
外

科
、
小
児

科
、
整
形

外
科
、
皮

膚
科
、
泌

尿
器
科

〃

変
更
後

三
戸
町
国
民

健
康
保
険
三

戸
中
央
病
院
三
戸
郡
三
戸
町
大

字
川
守
田
字
沖
中

九
の
一

内
科

変
更
前
難
病
指

定
医

亀
田

邦
彦
岡
三
沢
診
療

所

三
沢
市
緑
町
一
丁

目
二
の
五

内
科

三･
四･一一

変
更
後

内
科
、
循

環
器
内
科

変
更
前
難
病
指

定
医

寺
井

康
詞

郎

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

泌
尿
器
科

三･
五･
一

変
更
後

十
和
田
泌
尿

器
科

十
和
田
市
元
町
東

一
丁
目
三
の
八

変
更
前

難
病
指

定
医

越
前

崇

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

循
環
器
・

呼
吸
器
・

腎
臓
内
科
平
成
二七･
四･
一

変
更
後

越
前
医
院

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

上
富
田
二
二
〇
の

一

循
環
器
内

科
・
呼
吸

器
内
科
・

内
科

変
更
前

難
病
指

定
医

吹
田

淑
子

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

眼
科

二八･
四･
一

変
更
後

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

変
更
前

難
病
指

定
医

田
中

佳
人
独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
病

院

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

呼
吸
器
科

三一･
四･
一

変
更
後

呼
吸
器
内

科

変
更
前

難
病
指

定
医

武
田

溫

中
泊
町
国
民

健
康
保
険
小

泊
診
療
所

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
小
泊
字
朝
間

一
の
二
五

総
合
診
療

科

令
和三･
四･
一

変
更
後

む
つ
総
合
病

院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

整
形
外
科

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
フ

レ
デ
ィ
吉
祥

会

弘
前
市
大
字
百
石

町
四
七
の
一

生
活
介
護
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

倶
楽
部
フ
レ

デ
ィ

弘
前
市
大
字
百
石

町
四
七
の
一

令
和三･
七･
一
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青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

三

上
北
郡
七
戸
町

令
和三･
六･二五

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
弘
前
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
、
平
川
市
建
設
部
建
設
課
、
藤
崎
町
建
設
課
、
大
鰐
町
建
設
課
及
び
田
舎
館
村
建
設
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
弘
前
市
都
市
整
備
部
都
市
計

画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
ケ
所
都

市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
六
ケ
所
村
政
策
推
進
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

公

告

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
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年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称
及
び
住
所

人
材
サ
ポ
ー
ト
な
ん
ぶ
協
同
組
合

三
戸
郡
南
部
町
大
字
斗
賀
字
上
平
一
三
の
三
二

２

代
表
者
の
氏
名

山
本
又
一

二

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

人
材
サ
ポ
ー
ト
な
ん
ぶ
協
同
組
合

三
戸
郡
南
部
町
大
字
斗
賀
字
上
平
一
三
の
三
二

三

地
区

三
戸
郡
南
部
町

四

事
業

組
合
員
の
た
め
に
す
る
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
と
し
て
の
労
働
者
派
遣
事
業

五

認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日

令
和
十
三
年
五
月
二
十
日

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

日
本
弁
護
士
政
治
連

盟
青
森
県
支
部

（
大
沢

一
實
）

代

表

者

大
沢

一
實

中
林

裕
雄

令
和三･
五･
六

全
日
本
不
動
産
政
治

連
盟
青
森
県
本
部

（
高
橋

克
彦
）

代

表

者

高
橋

克
彦

原

勝
博

三･
五･二一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

宮
本
一
男
後
援
会

記
田

慶
市

令
和
三･
六･
三

正

誤
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総

務

学

事

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
三･
七･
五

第
三
三
〇
号

雑

報

五

上

表
中

東
京
都
品
川
区
五
反
田

６
－
６
－
１
９

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田

６
－
６
－
１
９
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


